
電力自由化のリスクマネジメント
――規制と競争の交錯における組織の課題を中心として――

巽　直樹†、大藤　建太‡

【要旨】
筆者らは大藤・巽［2006］で電力価格モデリングの基礎的検討と有用性および課題について
簡単な検討を行ったが，本稿では電力自由化に直面することにより，従来とは異なる種類のリ
スクにさらされる電力会社のリスクマネジメントについての議論を行う。具体的には，電力会
社のリスクマネジメントにおける特有の問題を整理し，その上でこれらを実行する主体である
組織の特性についての考察を行い，最後に電力自由化に向けた組織改革上の課題をあきらかに
する。
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３．２．２　リスクマネジメントの誤解
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１．はじめに
2005年の高圧以上需要家の自由化の実施により，電力会社の経営リスクの把握とマネジメ

ントのあり方について活発に議論されてきている。本論集前号における筆者らの稿（以下，大
藤，巽［2006］）において，特に市場リスクを例として，その把握と管理の手法の例，および
未解決の課題について概略示した。しかし，経営の不確実性をマネージしようとする取り組み
を本来のリスクマネジメントと呼ぶなら，そのための個々のツールの内容や使い方についての
みの検討では不十分であろう。むしろ，その「ツール」を実務に適用しようとするときに現実
に組織内に起こる問題や，その原因と対応策などについて，「ツール」の特徴と弱点との関連
の中で吟味しておくことが，結局はそのツールの特長を最大限引き出しリスクマネジメントの
目的を達するために重要な要素のひとつであるとの筆者らの考えは，すでに大藤，巽［2006］
で報告したとおりである。
本稿においては引き続き，上記の問題についての論考を進める。すなわちリスクマネジメン
トの詳細な技法等に関する検討を目的とはせず，電力会社において想定されるリスクマネジメ
ントについての考え方の議論と，その実施に対しての組織論的な問題を扱う。まず前半では，
すでにあらゆる業界で活用されるところとなったリスクマネジメントに関して，自由化の中の
電力会社への適用を考えたときの特有事情と課題について述べる。さらに後半では，その課題
のうち組織的要因が少なからぬ影響をもつとの問題意識に立ち，現状の電力会社の組織的性状
にたった分析を試みる。

２．リスクマネジメント手法
リスクマネジメントの態様は，企業ごとにその関心・事業環境が異なるため，ひとつとして
同じものはない。また，「リスクマネジメント」という呼称こそ用いないものの，過去にも不
確実な経営環境に対処しようとする取り組みが，その会社その会社で発案され，取り組まれ，
既存業務の中に取り入れられてきた例は数多いと思われる。なぜならリスクマネジメントはそ
の会社ごとの価値を投影し，過去の失敗を踏まえその再発を防止し，あるいは未知の不確実性
に対応しようとした結果，社内のさまざまな内部資源を保護する工夫の集積，ともいえるから
である。その意味では，現存の業務や体制がすでにそのままある種の「リスクマネジメント」
の結果であり，現在進行中の姿であるといえる。
しかし，変化する経営環境に対応できる対策の「枠組み」として近年，統合リスクマネジメ
ント（Enterprise Risk Management: ERP）は脚光を浴びている。業界トップシェアを有するよう
な企業にあっても，すでに社内体制として組み込み，推進の取り組みを進めている例が見られ
る。
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本章では統合リスクマネジメントの枠組みとして一般的認識を得つつある例を引き，目的と
考え方について述べる。次に，電力会社におけるそれの必要性と，適用に関して検討されるべ
き事項をあげる。

２．１　リスクマネジメントの一般論
２．１．１　リスクマネジメントの目的

規格化されたリスクマネジメントの枠組みとしては，日本規格協会のリスクマネジメント規
格 JIS Q2001１等がある。リスクマネジメントに必要な要素とその目的としては，分類の仕方
によりいく通りかに表現できると思われるが，筆者らは今回，統合リスクマネジメントでの目
的を図1のようにまとめてみることとする。

すなわち，企業を複数事業（図中では k種）のポートフォリオホルダーとして見たとき，k

個の各事業にはそれぞれ収益要因と損失要因が存在する。これらを事業単位ごとに管理把握し，
収益を個別最適化してもいいわけではあるが，複数の事業の間でその収益，および損失要因に
相互連関（相関）があることをふまえ，すべて収益を一つのブック２に集約投影することによ
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図１　統合リスクマネジメントでの目的 
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１ 2001年3月に日本工業規格（JIS規格）として制定された「リスクマネジメント構築のための指針」のこと。
阪神・淡路大震災を契機にリスクマネジメントのあり方が改めて問われた中で，地震・災害のほか，コンプ
ライアンスや環境問題，情報漏洩などのさまざまな危機に対応して，組織体が管理体制を構築するための指
針として制定されたもの（経済産業省事業リスク評価・管理人材育成システム事業［2005］）。

２ たとえばトレーディングを行う際のポジションのポートフォリオをこのようなブックでマネージする。損益
管理やリスクマネジメントに利用する帳簿の役割も果たす。勘定元帳とも呼ばれている。



り，企業の収益全体から見た個別の損失要因の重要度の優先順位付けと，相関を考慮した対策
とを検討し，結果として集約されたブック収益の最適化を目的とするというものである。各事
業の収益に着目するのが個別最適化的というなら，統合的収益管理を全体最適化的ということ
もできる。ここでの重要事項は，i）1つのブックによる全体の把握管理，そして，ii）個別の
リスク要因の優先順位付け，それらによる企業収益全体の把握管理と最適化，ということにな
ろう。
２．１．２　リスクマネジメントの必要要素

リスクマネジメントにおいて，上記 i） ii）の実現のために必要な要素について考えると，
これも整理の仕方によりさまざまに分類することができようが，筆者らは，組織の性質に着目
した後段の論旨との整合から，本稿では次のように分けて考えてみたい。すなわち，図2のご
とく，大藤，巽［2006］において紹介したような市場リスクモデリングツール，またヘッジツ
ールやリスクマネジメントのための情報システムなど，リスクマネジメントのために必要な知
識，技術，道具としての「ツール」。また，リスクマネジメント委員会の設置や，組織横断的
リスク検討組織３，経営層のリスクマネジメントに対するコミットメントなど，リスクマネジ
メント活動を支える「体制」，最後に，リスクマネジメントを支持推進するための新しいリー
ダーシップとそれへの現場の成員ひとりひとりの理解追随，「変わらなければならない」とい
う変化への緊急度認識，管理／把握すべき目標の共有など，従業員の「考え方（意識）」の変
化という3つの要素を，調和的に全て揃えることであると思われる。
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■考え方（意識） 

図２　リスクマネジメント実現のための必要要素 
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３ 協力体制といっても良い。しかしながら,マトリクス組織のように指揮命令系統が多次元的にデザインされ
た組織とは意味が異なる。



これらを可能にするための要件として，取り組みの「組織性」が重要視されるもうひとつの
理由が挙げられる。立場の異なる複数のセクションによるリスクマネジメントのPDCAサイク
ルの実行であるが，これは JIS Q2001のリスクマネジメントシステムの基本的な構造でもある。
すなわち，図3に示したように，リスクマネジメントシステムの体制・仕組みを作り込み，

方針・計画を策定する（「Plan」フェーズ）。それを実施し（「Do」フェーズ），実施後のパフォ
ーマンスと有効性の評価反省を行う（「Check」フェーズ）。次のサイクルにつなげるステップ
として，必要な是正と改善を行い，経営者によるレビュー（「Act」フェーズ）を経て，それら
を踏まえた新たなPlanフェーズへと進展する。

このサイクルを実現するには，現場サイド，リスクマネジメント委員会などの監視統制組織，
そして最高責任者の理解支援という組織的な運営体制が欠かせない。これは図2に挙げたとこ
ろの「体制」要素である。そして，これは単に組織形態だけではなく，構成員である従業員の
「意識」をリスクマネジメントの意図するところにいかに求心統率するか，という「考え方
（意識）」の要素が大きいと思われる。自明のことと思われるかもしれないが，筆者らがこれを
採り上げる理由には，自由化対応でリスクマネジメントの必要性が取りざたされている電力会
社にあっては，「ツール」の蓄積は比較的進んでいると思われるものの，「体制」や「考え方
（意識）」の整備に意外に時間がかかり，リスクマネジメント導入への小さくない障害となると
思われるからである。
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図３ リスクマネジメントのPDCAサイクル 
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２．２　電力会社におけるリスクマネジメント
続いて電力会社におけるリスクマネジメントの必要性と導入について考えてみる。まず電力
会社に従来からあるリスクについて，また新しい経営環境とそれに伴う新しいリスク要因につ
いて比較する。次に，それに伴う課題と，その組織論的連関について述べる。
２．２．１ 相対契約の拡大と売上・原価管理方式の混在（ミックスト・ブック・マネジメン

ト）

図4に電力会社における従前のリスク，および自由化に伴う新しいリスク要因と，背景とし
ての販売ポートフォリオの変化を挙げた４。

まず，同図右に示すように，高圧の自由化により現在では販売電力量ベースで，会社により
若干異なるがおよそ3分の1が特定規模需要以外として区分上残存するのみで，残りの約3分
の2は高圧以上の特定規模需要として自由な価格設定と多様な契約に基づくことが出来るとさ
れる。この特定規模需要では，需要家負荷率などを主パラメータとした相対契約に基づく価格
設定が行われるが，対応させる電源によってはその価格が原価と必ずしも対応しないことが起
きてくるため，多数の相対契約を束ねてそのポートフォリオを管理するというような売上管理
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図４  オペレーショナル，ファイナンシャルリスクの各要因 
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４ 電気事業連合会ホームページhttp://www3.fepc.or.jp/tok-bin/kensaku.cgi「電力統計情報」等に，自由化範囲の
拡大に伴う販売ポートフォリオの電力量組成の年次変化が確認できる。



が必要になると思われる。
一方，特定規模以外の需要に区分される部分については従前の総括原価に基づく料金設定が
生きている。しかし上記は規制区分上の変移があったことによるのみで，会計実態としては従
前の契約を引き継ぐ大多数の需要家に関しては総括原価ベースの料金水準契約を引き継いでお
り，実質的にはこの部分は総括原価ポートフォリオのままといえる５。
このように，i）総括原価とは異なる契約ベースの価格（売上）ポートフォリオ管理が発生
すること，そして ii）それを従前の総括原価ポートフォリオと同時管理し，一体的な把握が必
要となること，さらに iii）規制上の需要区分の区分けと売上・原価水準の区分けは実態とし
て互いに異なること，の3つの現象が管理，ひいてはリスクマネジメントを複雑，困難にして
いるものと思われる。
本稿ではこの概念を重視し，以下「ミックスト・ブック・マネジメント」と呼ぶことにす
る。
２．２．２　オペレーショナル／ファイナンシャルリスク

次に，オペレーショナル，ファイナンシャルに分けて，従来からあるリスクとこの規制区分
変更以降発現するリスクとを併せて挙げると，大略同図の左半面のようになると思われる。白
地矢印が従来からあるリスクで，黒地矢印が新しいリスクを示している。同図を見ると，全体
的に従来は供給安定にまつわるオペレーショナルリスク項目が支配的だったのに比べ，自由化
による新しいリスク項目としてファイナンシャルリスクの顕在化が見てとれる。このうち，燃
料費の変動に関しては燃料費調整制度６により従来対応されてきたが，それ以外の電力の調
達・販売両面に関わる価格リスク（相対を含む広義の市場リスク），および取引相手先の与信
リスクについてはその方法論を中心に，現在もさまざまな検討が行われている７。
しかし，現状そうしたリスクの対象となるのが全販売電力量に比して圧倒的に少ない現実を
鑑みると，前節で挙げたミックスト・ブック・マネジメントこそが，電力会社のリスクマネジ
メントにおける最大の課題のひとつであるといえよう８。
２．２．３　ミックスト・ブック・マネジメントの必要性

ミックスト・ブック・マネジメントはもはや電源別の原価売上管理を不可能とし，売上と原
価を総体的に把握するポートフォリオとしての管理しか許さなくなる。このときの問題として，
総括原価積み上げに拠るコスト管理の因習から，少なくとも次のような管理会計的課題が発生
する９。
①コスト差異：たとえば卸調達電源と総括原価自前電源の原価不整合
②価格差異：たとえば総括原価自前電源と卸市場入札電源の価格設定不整合
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５ 図では規制区分の変更に忠実な表現をした。
６ 元来90年代半ばまでの円高進行と燃料費の低下による差益を消費者に還元するための措置として，1996年1

月に導入された。しかし90年代後半の円安進行，近年の原油価格の高騰を背景として，結果的に燃料価格
上昇の消費者転嫁の傾向にあるとの指摘もある。

７ 既存の大手電力会社の最終供給約款の存在は，与信リスク管理導入への動機を低下させる一因となる可能性
もある。与信リスク管理にもミックスト・ブック・マネジメントの発想が要求される。

８ 外部環境としての規制改革が部分拡大的かつ漸進的である現実を踏まえると，新たに求められる体制に合わ
せて全社のオペレーションを，一時に変更することは妥当性を欠く。体制変更の閾値をどこで見切るかは，
各社の戦略に依存することは言うまでもない。



これに対する可能な対処としては，規制区分別の電源－需要紐付けによる電源単位の利益管
理がある。しかし，どの電源がどの販売契約に対応するものか，電力の物理的流れからして不
明確であるばかりか，実務的にも煩雑でおよそ実現性がないので，そもそも従来も紐付け対応
をしていないことから，これは非現実的である。別の案として，すべてを従来の総括原価ポー
トフォリオとして管理し，自由化部分の販売・調達についてそこからの差額分を差金管理する
という，二重ブック管理の手法が想起される。しかし，将来的にさらなる自由化範囲の拡大が
予定されている流れにあって，このような手法には早晩限界が来ることは明らかだし，ブック
の二重管理自体，金融機関等にも過去に弊害が経験されたところである10。
したがって，やはり販売側・調達側の総体的把握管理としての契約ポートフォリオ・原価ポ
ートフォリオを並立するミックスト・ブック・マネジメントを行うことが唯一の整合的解決で
あると考える。
また，以上は会計的解釈の課題認識であるが，実はミックスト・ブック・マネジメントは単
に会計上の複雑さだけを課題とするわけではないというのが筆者らの認識である。すなわち，
冒頭から述べているように，この取り組みを可能とする組織上の変革を呼び起こすと思われる
のである。それを次節に述べる。

２．３　新しいリスクマネジメントのための組織的課題
２．１．２に，リスクマネジメントを根付かせるには，それに対応した「ツール」「体制」

「考え方（意識）」がそれぞれ調和的に揃うことが必要であることを述べた。また，「ツール」
の蓄積は比較的進んでいるが，「体制」や「考え方（意識）」の整備がリスクマネジメント運営
への障害となるであろうことも述べた。 以下，新しいリスクマネジメントのために，上記ま
での議論で残された点について挙げる。
２．３．１　体制を整えるために…組織制度の検討

ミックスト・ブック・マネジメントを実現するには旧来の会計制度の上に立ちつつも，売上
管理部署と原価管理部署との間の情報連携や統一的会計整理と手続きに関する制度的合意が不
可欠である。また，増大するファイナンシャルリスクへの対処にしても，所与の市場リスクに
対する取引指針の合意や，適切な権限委譲，インセンティブ付与のための制度なくしては市場
ヘッジツールを用いるなど本来の市場取引の意味でのリスクコントロールができない。これら
の意味で，必要な制度の見直し検討が発生すると考えられる。
２．３．２　行為の伴う組織とするために…行動原理の変革　

ファイナンシャルリスク，とくに市場リスクコントロールに際しては，上節とも重なるが，
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９ 以下の①を調達側（負債：Liability），②を運用側（資産：Asset）と考えると，金融機関での資産負債管理
（Asset and Liability Management: ALM）が電力会社においても必要なことが理解される。各市場でプライマ
リーなプレイヤーとして，その市場の商習慣での取引サイズにより，かつさまざまな商品を駆使して自由自
在に取引できない場合，当然ながら取引コストは嵩む。この場合，合理的なコストでヘッジが行えないとい
う問題が発現する。さらにヘッジ会計の適用を考える場合，キャッシュフローを合わせるために資産負債間
で対応する各取引の期日も合わせる必要があり，これらすべてのオペレーションを縦横無尽に行うためには，
市場が成熟することを待つしかない。

10 過去に国内外の金融機関で，オンバランス取引に対するオフバランス取引（簿外取引）が，不正取引や損失
隠匿の温床となったことは周知の通りである。



たとえばリスクを積極的にとった結果が賞賛されるような報奨が設計されなければならない
し，それと表裏一体となる行動原理の浸透も必要である。目標を明確に設定し，それに必要な
業務要素の効率化に創意工夫を発揮できるような素地を保障する風土として，行動原理の変革
が求められる。
２．３．３　考え方を変えるために…意識の変革

最後に，図3に示したようなリスクマネジメントのPDCAサイクルが機能するには，構成員
の意識がその価値を明確に賞賛しなければならない。上述したような新しいブック・マネジメ
ントや，ファイナンシャルリスクに対処するには，その必要性と効果について同意でき協力で
きる，現場・管理側両方を含めた従業員意識の変革が必要である。

以上，自由化の中の電力会社におけるリスクマネジメントの導入を考えるにあたり，必要な
のは i) 組織全体にわたってひとつの目的が合意され，体制，行動原理，意識のすべての面で，
組織の特性に必要な条件が揃い，または揃うように努力が払われ，ii) それを踏まえた各々の
部署業務における最適化がなされなければならないということ，また，iii) そのもっとも表象
的な統一的管理行為としてミックスト・ブック・マネジメントがあることを述べた。
次章以降で，現状の電力会社組織の性状にたった分析をひきつづき行い，このようなリスク
マネジメントへの道筋における課題について考察する。

３．組織対応の課題
前章までで述べたようなリスクマネジメントは本来，戦略的コンテクストの中で論じなけれ
ばならない11。しかしながら，電力会社が公益事業を営む地域独占企業であることに鑑みると，
単に収益を上げることのみに専念することは社会的に問題が多い。またそのために種々の規制
が存在するわけで，それらとの整合性を図るプロセスでは，必ずしも金銭的な合理性だけでは
意思決定できないことも想定される。
また，そもそも電力自由化が進行しているとはいえ，電力会社の組織のなかに，体制として
のリスクマネジメントがスムーズに埋め込みできるのであろうか。これらに対して筆者らは若
干の疑問を持っている。それは本章で述べる組織についての古典的な問題と，電力産業特有の
複雑な事情が背景にあるからである。すなわち，リスクマネジメントの問題がたとえ技術的方
法論において解決の方向に進んだとしても，組織の戦略化の提案と議論には実際は多大な困難
を伴うものであること，またリスクマネジメントのような直接的かつ外面的な課題の根底に，
それと組織文化との親和性の有無が間接的かつ内面的な問題として存在すること等を考慮する
と，組織の本質的な問題についての検討が必要であると考える。
このような問題意識から，以下では電力会社の組織特性についての考察を行い，リスクマネ
ジメントの埋め込みに対する困難の源泉として筆者らが意識しているものを，組織論の視点か
らいくつか問題点を検討し，さらに克服すべき点について議論する。
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11 このような視点から論じられたものに，たとえば Barton et al.［2002］, Walker et al.［2002］がある。



３．１　ビューロクラシー
３．１．１　ビューロクラシーの功罪

「電力会社の組織は官僚的（ビューロクラティック）である」という場合，多くは「その仕
事ぶりがお役所仕事的である」といった，ネガティブな意味合いが込められている12。もとも
とビューロクラシー Bureaucracyは1世紀前にフランスで使われ始め，以来マイナスイメージ
のものとして用いられてきた13。しかしながら，ビューロクラシーには功罪両面があることは
言うまでもない14。
たとえば沼上［2003］は，ビューロクラシーが企業経営の基本中の基本にもかかわらず，そ

のマイナスイメージからの脱却を図るためのみに，組織論の基本を学ばず闇雲にカタカナ組織
を普及させるような経営スタイルに警鐘を鳴らしている。確かに罪の側面からの反動で功の側
面まで見失うことは，組織が大規模かつオペレーションが複雑になるほど，非常に危うい状況
を招きかねない。つまり，単に罪の側面を打破するために，功の側面まで破壊することはリス
クマネジメントの対象の一つである，オペレーショナルリスクのマネージが疎かになる。近年
急増した大企業の不祥事や工場災害等はビューロクラシーの基本が綻んだ結果，功の側面が揺
らいでいる証左と言えるだろう。
しかしながら，功の側面を維持しつつ罪の側面を正しく認識し，反動からではなく，適切に

「ビューロクラシーの逆機能」15を克服する必要がある。これはどの組織にもあてはまること
ではあるが，問題はその罪の側面の程度差ということになろう。
３．１．２　電力会社のビューロクラシー

電力産業におけるビューロクラシーの功の側面は，供給信頼度をはじめとした電気の品質に
おいて世界最高水準を実現していること16，国内の他の製造業に比しても遜色ない技術効率性
等によってある程度証明されている17。したがって個々の電力会社が高度なビューロクラシー
組織であることは想像に容易い。一方，罪の側面を上述した「ビューロクラシーの逆機能」に
照らし合わせて観察すると，これらは形式的合理性を機能面で強化し続けてきた驚異的な成果
ゆえ，この功の側面の背後には非合理的組織体系を育くむ土壌がかえって豊かになっていたと
しても何ら不思議なことではない。このような状態に陥ると，「茹で蛙現象」18を持ち出すま
でもなく，外部環境の変化に対しても不適切な反応しかできなくなってしまう。
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12 橘川［2001］はかつて企業家精神の活力に満ちた電力産業が，石油ショック後におけるさまざまな問題解決
過程を通して，行政との距離を狭めたと指摘している。

13 一般用法では「非能率」，「形式主義」，「繁文縟礼」等と同義とされる。
14 Weber［1922］はビューロクラシーを「現代社会において最も合理的な機能（機械）」と見みており，他の
あらゆる組織形態よりも技術的にみて優秀であると考えている。

15 「ビューロクラシーの逆機能」とは，米国の社会学者Merton［1949］が，Weberが詳しく言及しなかった，
近代ビューロクラシーのマイナス面についての研究を通してあきらかになった概念。またGouldner［1955］
はWeberが主に文献調査に依存していたことに対し，現場観察を中心にした現代産業組織のビューロクラシ
ーに関する研究により，そのマイナス面をあきらかにしている。

16 東京電力株式会社［2005］によれば，2003年の顧客一軒あたりの年間停電時間における日米英仏比較にお
いて，他国ではそれが45～80分であることに対し，東京電力管内ではわずかに2分であるということが報
告されている。

17 鳥居［1994］に詳しい。また，最近の実証分析に伊藤他［2004］がある。
18 Tichy and Devanna［1986］pp.44-47. 



また，たとえば「ビューロクラシーの逆機能」における「目標の転移」19によりリスクマネ
ジメントという手段が目的化することは，オペレーショナルリスクにおいては柔軟な適応能力
を欠き，事故を発生させる可能性を高めかねない20。一方，新たに加わるファイナンシャルリ
スクを取り扱う場合の「目標の転移」は，たとえば経営に報告するためのミドルオフィスでの
日々のレポーティングが，それも単なる形式主義に則った価値の低いものの作成が，組織の中
で最重要事項となるといった本末転倒を起こし，組織がマーケットのリスクと適切に向き合わ
なくなるといった危険な状態に陥る可能性も高い。
以上の他にも，蛸壺組織にたとえられるセクショナリズムの弊害も指摘できよう21。この点

では部門間コンフリクトの存在や情報の共有化が図られないといった一般的な問題もさること
ながら，会計を中心とした意思決定支援システム近代化の遅延ともあいまって，共同意思決定
が必要となる統合リスクマネジメント推進上の重大な障害となりかねないのである。

３．２　SCA評価軸による考察
３．２．１　公組織との比較

一般に多い「ビューロクラシー＝公組織」という発想はある種の偏見であり，私企業（組織）
においてもビューロクラシーは存在するし重要な機能であることはすでに述べた。本節は前節
での考察の延長線上にあるが，公組織との比較においてより具体的に組織の問題について検討
を加える。すなわち，公－私組織比較をとおして，私企業である電力会社の性質を検討する。
前節では主にビューロクラシーの功罪を中心に機能面での考察を行ったが，ここではそもそも
「電力会社がお役所的だ」と言われる以上，その行政との比較を行うことは避けて通れないと
の筆者らの認識があるからである。
公－私組織間の差異を「制度 System」，「行動 Conduct」，「意識 Awareness」という三つの観
点を中心に比較し，表１にまとめた 22。ここでは便宜上これをSCA評価軸と呼んでおくこと
にする。また，電力会社を公－私組織間にはさみ，両組織との共通点や今後の傾向を示した23。
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19 Merton［1949］は「目標の転移」というよくあるプロセスのことを，ひとつの手段だと考えられていた規則
を守ることが自己目的化し，重点をおくべく目的から転じて，組織の中で規律が直接的な価値になることと
説明している。

20 Weick and Sutcliffe［2001］は高信頼性組織（High Reliability Organization: HRO）の典型的な例として原子力
発電所を挙げているが，このような組織が不祥事や事故を起こすのは，まさに「ビューロクラシーの逆機能」
に起因したパラドックスではなかろうか。

21 今村［2002］は，経営コンサルタントとして電力会社とのかかわりの中から観察されたこの種の問題点を指
摘している。一連の指摘は定点観測という意味においては疑問も残るが傾聴に値する。

22 Murray［1975］, Rainey et al.［1976］, 齋藤［1977］, 田尾［1983］, 鎌田［1985］, 田尾［1990］等を参考に
筆者らがまとめた。

23 表中，各組織間の実線は隣接する組織間で差異があること，破線は曖昧さがあることを示している。



具体的にみて行くと，「組織理念」においては公－私企業のいずれの要素とも共通項を持っ
ている。電力会社における「安定供給」はその上に存在する最上位概念と言っても良いかも知
れない。「安定供給」という最大の使命は，社会的合意にも経済的価値創造の側面のいずれに
もバランスを取って舵を切る必要があり，この点での微妙なさじ加減は電力業界の本領であり
一定の評価がなされて良い部分である。次に「制度」においては，会計や監査といった点では，
電気事業会計規則が民間企業の会計規則とは若干異なるとは言え，公組織のそれとはあきらか
に異なるため私組織と同一とみなした。
以下，「制度」の処遇から「行動」，「意識」，「受益範囲」までは概ね，自由化以前は公組織

寄りにいたが，以後は私組織寄りに移行する，あるいはせざるを得ないことから矢印で示した。
電力産業を含む公益事業は公営・民営・第3セクター等の諸形態を含み，それらは「制度」の
差異として明確に現れるが，「行動」や「意識」といった点では公組織と私組織の間に広がる
中間領域に点在し，規制改革の程度によってこの間での位置取りが決まるものと考えられる24。
これらを眺めると，電力会社における組織改革上の問題点が広範多岐にわたることは想像に容
易い。

84

24 公－私組織比較といった二元論で論じることの問題点を筆者らは認識している。たとえば前例踏襲主義は私
組織にも広く蔓延する可能性のある問題であり，公組織だけにこのようなマイナスイメージを与えるのは不
公平である。この点ではむしろ公－私組織比較というよりも，たとえば古川［1988］の「組織年齢」という
概念を適用し組織の硬直化に関する時系列分析を行うことも必要であると認識している。

表１　SCA評価軸による公－私組織の比較と電力会社 

制
　
　
度 

行
　
　
動 

意
　
　
識 

 

組織理念　　 

会　　計　　　　　 

監　　査　　　　　 

処　　遇　　　　　 

倒　　産　　　　　 

原　　理　　　　　 

目　　標　　　　　 

効 率 性　　　　　 

コ ス ト　　　　　 

サービス　　　　　 

　 

パラダイム　　　　 
組織文化　　　　　 　 

　 

受益範囲　　 

　　　　　　公 組 織 

社会的合意 

単式簿記，予算重視，現金主義 

議会の承認，市民の監視 

各階層内で年功序列 

基本的にないことが前提 

法令（手続き） 

予算，要員，権限の確保 

問われることが少ない 

予算の消化を優先 

組織内部の理論が優先 

前例踏襲主義 

安全性指向 

内部指向 

縦割指向 

全体的 

電力会社 

安定供給 

 

 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

　　　　　　私 組 織 

経済的価値創造 

 

 

能力主義 

競争環境での自然淘汰 

競争（市場） 

利益の最大化 

競争圧力により常に要求される 

常にコスト削減努力 

顧客満足の最大化が使命 

新しいことへの挑戦 

リスクテイキング指向 

外部指向 

横割指向 

選択的 

複式簿記，決算重視，発生主義 

消費者（市民）の監視，市場の信任 



項目ごとの個別の議論はここでは省略するが，リスクマネジメントの推進という観点から最
も問題となる点は，「パラダイム・組織文化」といった項目に挙げた諸課題だと筆者らは認識
している。つまり「行動」の場合は，制度改革などにより比較的明確な目標を外部から与えら
れるため，外形上の変化は最も早く発現すると考えられる。しかしながら，たとえばリスクテ
イクに対する考え方一つを取っても「安全性指向」の場合，リスク回避的というよりも事なか
れ主義的なニュアンスが意識上の比重を高めるおそれがある25。
３．２．２　リスクマネジメントの誤解

かつて本邦金融機関はリスクマネジメントRisk Managementを「リスク管理」と翻訳した。
これはリスクテイクに対する正しい考え方を国内に布武させることを遅らせた原因の一つと筆
者らは考えている。すなわちManagementとは経営学で言うところの「経営管理」であり，「管
理」の意味しか考慮しないとなると，「経営」によるリスクテスクの側面が忘却される。ここ
には最悪の場合，「リスク管理」に対する大きな誤解が発生する可能性すら存在している。た
とえば，形式主義的な権限の明確化と統計確率による定量評価という単純なレポーティング
（事務作業）さえ実施していればリスクは滅失するという誤解である。金融工学に不案内な経
営陣への報告過程において，このような説得があるとすればその組織にとっては大きな不幸で
あろう。
電力会社の場合，上述のような技術部門を中心としたリスク滅失志向があるだけに，このよ
うな問題を誤解しやすいリスクが常に付きまとうのではないかと筆者らは憂慮している。もっ
ともこの種の問題は，過去においては金融機関ですら存在した現象であるが，現在でも起こり
得る現象である。このような極端な誤解だけが原因ではないが，組織におけるリスクマネジメ
ントの不備を利用し，人為的に引き起こされた歴史上の多くの事件を振り返ると看過できない
問題なのである26。

３．３　ステークホルダー
３．３．１　多様なステークホルダーを持つ電力会社

田尾［1990］によると，公組織はステークホルダー（利害関係者）が多種多様にわたってい
るため，それらのあらゆる利害に対応しなければならないこと，ゆえに，経営（運営）環境は
非同質的で，事前に決定した合理的な戦略を採用できないこと，また，組織の目的は，そうし
たステークホルダーの支持をいかに得るか，という観点から決定されることなどが論じられて
いる。図5は同文献をもとに筆者らが作成したものであるが，この構造は現代の電力会社にも
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25 電力会社では，特に現場の技術部門は生命にも関わる大きなリスクを背負っている。この場合は事なかれ主
義では済まされず，リスクは滅失すべきものとして認識される。一方でファイナンシャルなマーケットリス
クとの対峙においてはリスクを利用する発想が欠かせない。両者間の価値観の差が同一組織内ではコンフリ
クトを起こす可能性が高い。

26 たとえば，相田・藤波［1999］, 可児［2004］等に詳しい。また，リスクマネジメント以前の問題であるが，
よりプリミティブなレベルでの事件としてプリンストン債事件が挙げられる。本債券は当時，公共放送でも
話題の商品として取り上げられた（NHK「クローズアップ現代」1997年6月11日放送）。「クレスベール証
券の『プリンストン債』，上場企業に損失相次ぐ」（1999年9月11日付 日本経済新聞朝刊），「『プリンストン
債』広がる波紋，上場11社700億円保有」（1999年9月14日付 日本経済新聞朝刊）等をみると，電力会社系
設備工事会社が本債券を130億円保有していたことが報じられている。なお，その後の損害賠償請求により
同社は2005年3月までに元本の約9割を回収している。



比較的よくあてはまることが想起される。すなわち，公益事業として一般家庭からあらゆる産
業まで多種多様な顧客に電気を供給し，かつ社内的にも大規模・複雑に分業された部門組織の
目的利害を多方位的に考慮しなければいけない点において，電力会社の経営組織も自治体にみ
られるような公組織的ステークホルダー環境を有していると思われるのである（図6）。

このような環境においては，多様で非同質的な内外のステークホルダーの支持を得なければ
ならないため，組織自体が固有の一貫したpure philosophyを持つことが出来ない。自治体の場
合と同様に，事前に決定された合理的な（全社的）戦略の採用が非常に困難となることが類推
できる。したがって，均衡維持という「戦略」がひとつの有効な解として浮上するのは自然な
ことであり，戦略的合理性も有していると思われるのである。これが，変革を前提とした戦略
的議論のひとつの障害と見ることが出来る。
また，管理行動における種々の制約も，組織戦略を議論する上で重要である。図7に公組織

の管理行動の制約要因を整理したが，戦略定義に向けて障害となるさまざまな要因を内在して
いることがわかる。
こうした点が，公益事業である電力会社の経営戦略化を考えた場合に，変化に対応しようと
する加速的動機と，変化を制御しようとする減速的動機が議論の中に混在するひとつの理由と
筆者らは考えている。
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図５　公組織とステークホルダー（地方自治体の場合） 
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図６　電力会社とステークホルダー 
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３．３．２　組織内コミュニケーションの困難さ

組織論では組織内コミュニケーションが重要とされる。組織内教育や意識・目的共有は組織
の求心力に大きな影響を及ぼし，組織効率を左右するのはよく知られるところである。２章ま
でに述べてきたような，リスクマネジメントを組織に導入する際に組織内コミュニケーション
が重要な役割を果たすことはいうまでもないことである。
３．２．２でも触れたように，リスクマネジメントと一口に言ってもさまざまな「リスク」
が，流行語のように発生しては組織の成員によって混用され，議論の足かせになったり，そも
そもの目的をスポイルしたりするのはよく見られることである。理想的には，概念理解・危険
認識共有にたって，組織内の利害調整のキードライバーとなる「目的の共有化」を行うことが
リスクマネジメントの最初の重要なステップと思われるが，そのための手探りの議論を行うう
ち，実は「何がリスクか」というリスク認識さえ一致しないことがしばしば発見されるのも，
リスクマネジメントの最初のハードルとしてよくあることである。
そうした，共通目的の設定がすなわち「戦略組成」の第一歩であるが，ここで前項の公組織
の特性を思い出せば，「共通目的」とは最適化対象がそもそも異なるステークホルダーの利害
統率をあえて試みていることに他ならず，ゆえにこうした「コミュニケーション困難」，ひい
ては「統合」リスクマネジメントにたどり着けない，といった現象は，なんらかの強力なリー
ダーシップがない限り自然な現象であって，「病理」ではなく「生理」であることが理解され
るのである。

４．まとめ
これまで見てきたとおり，電力会社におけるリスクマネジメント体制確立には規制改革とい
う外部環境変化への対応もさることながら，内部の組織改革に向けての困難な問題が多々存在
する。本稿では問題の全貌を指摘できたとは到底考えておらず，端的に現れるであろう，ない
しはすでに現れている問題について極めて簡単に考察した。最終的には統合リスクマネジメン
トを視野に入れて検討する必要があることは，時代の趨勢から変わらないと思われるが，その
スタイルが安定するまでにはかなりの時間と試行錯誤が必要になることは容易に想像される。
一方，電力市場が不完全市場を克服することは容易ではない。現状の技術水準や一次エネル
ギー供給体制を前提とすれば，電力市場が金融化するという現象がすべての国で発現する可能
性は低いであろう。結局のところ，技術イノベーションに依存する部分が大きいわけで，その
ような将来の見通しが不透明な問題の前に，本稿で指摘した議論がかなり長引く可能性は高い。
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図７　公組織の管理行動の制約要因 

■公組織の管理行動の制約要因 

　□行動の規範性（衆目の監視） 
　□目標の抽象性 
　□ゼネラリスト重視 
　□作業集団のセグメント化　　　明確で合理的な戦略定義が困難 
　□利害の対立と政治的調停 
　□コミュニケーションの錯綜 
　□部下の自律性 



もちろん，変革が単に緩慢であるとか，あるいは逆に急激というケースは他の産業でも種々観
察される現象である。しかしながら電力産業では，本稿でもみてきたとおり「規制と競争が交
錯する市場環境，そのなかでの取引市場の出現，それにより複雑化するリスクマネジメント，
これらに対応する組織内部の課題，多様なステークホルダーとの関係性」というようにリスク
マネジメントを推進する上で考慮すべき，あるいは障害となる問題が山積している。
もっとも，産業の健全性を保つためにも適度な競争は必要であることは論を俟たない27。よ

って，電力改革の現状の方向性が大きく変わることもないであろう。そうだとすれば，外部環
境に関する問題は個別の企業では制御しきれないものであるから，自衛能力を高める以外にこ
の環境のなかで生き残る術はない。規制と競争が交錯すればするほど，リスクマネジメントの
仕組みにこの産業独自の特別な工夫が必要となる。本稿ではこれらに向けて克服するべき課題
を整理して論じたつもりであるが，筆者らは吟味し尽くしたとは考えていない。また，今後の
規制改革の動向次第では新たに発見される課題があろうことも予想している。いずれにしても，
本稿を問題意識の足がかりとして，電力会社が築くべき独自のリスクマネジメントスタイルと
は何かという点についてさらに研究を深めたいと考えている。
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